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一般社団法人ワールドスケートジャパン 競技委員会規程 
 

 第１章 総則 
 第２条 現行 

この委員会は、スピード 委員会、 アーティスティック 委員会、 リンク 
ホッケー委員会、インラインホッケー 委員会 、 ローラーフリースタイ

ル 委員会、 ローラーアルペン・ダウンヒル委員会、ローラーダービー委

員会、スケートボード委員会、 インライン フリースタイル委員会 とい

う。 
 
 改正案 

この委員会は、スケートボード委員会、スピード委員会、アーティスティ

ック委員会、インラインホッケー委員会、リンクホッケー委員会、ダウン

ヒル委員会、フリースタイル委員会、ダービー委員会、スクーター委員会

という。 
 
第２章 構成 

 第３条 現行 
 この委員会は、スピード、アーティスティック、リンクホッケー、イン

ラインホッケー、ローラーフリースタイル（スクーター）、ローラーアル

ペン・ダウンヒル、ローラーダービー、スケートボード、インラインフリ

ースタイルの各部門の競技委員により構成される。 
 

 改正案 
この委員会は、スケートボード、スピード、アーティスティック、インラ

インホッケー、リンクホッケー、ダウンヒル、フリースタイル、ダービー、

スクーターの各部門の競技委員によって構成される。 
 
第４ 第３章 審議事項 
 第５条 現行 

この委員会で審議される事項は下記の競技上の専門事項を処理し、執行理

事会の承認を得るものとする。 
 ２ 競技規則等の制定に関する事 
 ３ 競技技術の研究と指導に関する事 
 ４ 競技者の育成と強化に関する事 
 ５ 競技会に於ける競技役員、審判構成、並びに審判員の資格審査に関す

る事 
６ 代表選手の選考及び国際大会等への派遣に関する事 

 
 第５条 改正 

本委員会では、下記の競技上の専門事項を処理するため審議を行い、執行

理事会に報告することとする。 
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１ 競技規則等の制定に関すること 
２ 競技技術の研究と指導に関すること 
３ 競技者の育成と強化に関すること 
４ 競技会に於ける競技役員、審判構成、並びに審判員の資格審査に関す

ること 
５ 代表選手の選考及び国際大会等への派遣に関すること 
６ その他、競技場の専門事項を処理するため必要な事柄について審議を

すること 
 
 第４章 委員の資格 
 第６条 現行 

委員会の資格は、次のとおりとする。 
２ 本連盟の競技者として３ケ年以上の経歴 
３ 競技役員として２ケ年以上の経歴 
４ 特別役員（通訳等）として２ケ年以上の経歴 

 
 第２条 改正 

委員の資格は、次のいずれかとする。  
１ 本連盟の競技者として３ケ年以上の経歴  
２ 競技役員として２ケ年以上の経歴  
３ 特別役員（通訳等）として２ケ年以上の経歴  
４ その他理事会が委員会の運営のために適任であると認めた学識経験者

等 
 第５章 委員会 
 第７条 現行 

この委員会に、次の委員を置く。 

２委員長１名 

３副委員長１名 

４委員理事会が選任する。 
 
２ 改正案 

この委員会に、次の委員を置く。 

１ 委員長１名 

２ 副委員長１名 

３ 委員 
 
 第５章 委員会 
 第 8 条 

現行 
「委員長は、理事の中から会長が委嘱する。  
 ２ 委員は、本連盟正会員の中から推薦し、理事会に諮って会長が委嘱す

る。  
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 ３ 委員会は、委員長が招集し議長となる。  
 ４ 委員会の議事は、委員の合意により決定する。」 

 
 改正案 

１ 委員長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
２ 委員及び副委員長は、委員会の提案により理事会が承認する。 
３ 委員会は、委員長が招集し議長となる。 
４ 委員長がかける場合は副委員長がその職務を行う。 
５  委員会の議事は、委員の合意により決定する 
６ 委員会の決議の目的である事項について、議決に加わることのでき

る委員の全員が書面又は電子メールより同意の意思表示をしたとき

は、その提案を可決する旨の委員会の議決があったものとみなす。 
７ 委員会は議事録を作成し、委員２名が署名する。但し、電子的方法

に替えることが出来る。 
８ その他、委員会に関する事項は委員会が定めることが出来る。 

 
 第８章 審判部 
 第１１条 現行  

審判員の資格は、次のとおりとする。 
 ２ 国際審判員 本連盟推薦で国際連盟試験合格者 
 ３ Ａ級審判員 本委員会Ｂ級資格取得後３年以上経過しＡ級試験合格

者 
 ４ Ｂ級審判員 本委員会試験合格者 
 ５ Ｃ級審判員 本委員会試験合格者 

 
 改正案 

第１１条 審判員の資格は、次のとおりとする。 
１ 国際審判員  本連盟推薦で国際連盟試験合格者 
２ Ａ級審判員  本委員会Ｂ級資格取得後３年以上経過しＡ 級試

験合格者 
３ Ｂ級審判員  本委員会Ｂ級資格試験合格者 
４ Ｃ級審判員  本委員会Ｃ級資格試験合格者 

 
 第１０章 解任 
 第１３条 現行  

１ 委員は、特別の理由がない限り委員会に諮り、委員長を解任する事

が出来る。 
２ 競技会での役員及び審判員の任務を１年以上放棄したとき 
３ 役員会費を１年以上未納のとき 

 
 改正案 

１ 委員長は、理事会が解任することが出来る。 
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２ 委員及び副委員長は、委員会の決議により解任することが出来る。 
３  競技会での役員及び審判員の任務を１年以上放棄したとき 
４  役員会費を１年以上未納のとき 

 
第１０ 第１１章 本規程の変更 
 第１４条 現行 

本規程は理事会に諮り、社員総会の議決により変更する事が出来る。 
 
 改正案 

本規程の変更は、理事会の議決によりおこなう。 
 

 
第１１章 附則に追加 

  （令和６年６月１日令和６年度定時社員総会決議） 
この規程は、令和６年６月１日から施行する。 
 
附則の最後 子ひらがなに 
１．子の規程は令和元年９月１日之を改正実施する。 

 
 


